
全
日
制

の
課
程 第

二

千

九

百

四

十

一

号

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

普
通
科

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

普
通
科

普
通
科

普
通
科

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

二
五
九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
六
〇

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

二
六
一

○
水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
案
の
縦
覧

(

治

山

課)

二
六
一

○
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
案
の
縦
覧

(

同

)

二
六
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
恵
那
農
林
事
務
所)

二
六
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
会

計

課)

二
六
二

正

誤

○
目
次
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二
六
三

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
中
訂
正

(

人

事

課)
二
六
三

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正
中
訂
正

(

建
築
指
導
課)

二
六
三

規

則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
立
岐
阜
北
高
等
学
校
の
部
、
岐
阜
県
立
羽
島
北
高
等
学
校
の
部
、
岐
阜
県
立
大
垣
南
高

等
学
校
の
部
、
岐
阜
県
立
大
垣
西
高
等
学
校
の
部
、
岐
阜
県
立
斐
太
高
等
学
校
の
部
、
岐
阜
県
立
関
高

等
学
校
の
部
及
び
岐
阜
県
立
山
県
高
等
学
校
の
部
中｢

｢

を

｣

｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
吉
城
高
等
学
校
の
部
中

｢
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日



全
日
制

全
日
制

の
課
程

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

普
通
科

総
合
学
科

農
業
に
関

す
る
学
科

普
通
科

普
通
科

理
科
、
数
学
に

関
す
る
学
科

普
通
科

食
品
流
通
科
、
森

林
科
学
科 理

数
科

全
日
制

の
課
程

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

商
業
に
関

す
る
学
科

普
通
科

総
合
学
科

農
業
に
関

す
る
学
科

普
通
科

農
業
に
関

す
る
学
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

理
科
、
数
学
に

関
す
る
学
科

普
通
科

理
科
、
数
学
に

関
す
る
学
科ビ

ジ
ネ
ス
会
計
科
、

経
営
情
報
科

園
芸
科
学
科
、
食

品
科
学
科
、
森
林

環
境
科
学
科

食
品
流
通
科
、
森

林
科
学
科 理

数
科

理
数
科

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

の
課
程

総
合
学
科

商
業
に
関

す
る
学
科
ビ
ジ
ネ
ス
会
計
科
、

経
営
情
報
科

単
位
制

に
よ
る

全
日
制

の
課
程

総
合
学
科

商
業
に
関

す
る
学
科

普
通
科

ビ
ジ
ネ
ス
情
報
科

を

｣

｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
郡
上
高
等
学
校
の
部
中

｢
｢

を

｣

｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
郡
上
北
高
等
学
校
の
部
中｢

｢

を

｣

｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
益
田
清
風
高
等
学
校
の
部
中｢

｢

を

｣
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

欠
格
条
項)

第
三
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
表
彰
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者(

言
い
渡
し
を
受
け
た
刑
が
そ
の
効
力
を
失
つ
て
い
る
者
及
び
道
路
交
通

法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

又
は
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号)

に
違
反
し
て
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
を
除
く
。)

二

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

三

現
に
起
訴
さ
れ
て
い
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
表
彰
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
も

の
第
七
条
第
二
項
中｢
の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中｢

身
分
調
書｣

を｢

刑
罰
等
調
書｣

に
改
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高
山
市

市

町

村

名

か
ん
が
い
排
水
事
業

(

保
全
合
理
化
型)

事

業

の

種

類次
の
図
に
示
す
と
お
り

指

定

の

区

域

粕
川
一
ノ
井
幹
線
用
水
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
、
岐
阜
県
飛�

農
林
事
務
所
及
び
高
山
市
農
政
部
林
務

課 縦

覧

場

所

平
成
三
〇
・

二
・
一
三

工
事
完
了
年
月
日

め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
(第
７
条
関
係
)刑

罰
等

調
書

現
住
所

氏
名

生
年
月
日

１
刑
罰
(道
路
交
通
法
違
反
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
違
反
に

よ
る
罰
金
刑
を
除
く
｡)
の
有
無

２
破
産
宣
告
又
は
破
産
手
続
開
始
決
定
の
通
知
の
有
無

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月
日

市
町
村
長
氏

名�

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
案
の
縦
覧

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
源
地
域
を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
等(

条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
所

有
権
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
有
す
る
者
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、

当
該
水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
案
に
つ
い
て
岐
阜
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

水
源
地
域
の
指
定
の
区
域
の
案
及
び
縦
覧
場
所

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

二

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
年
五
月
七
日
ま
で

三

注
意
事
項
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郡
上
市

市

町

村

名

次
の
図
に
示
す
と
お
り

指

定

の

解

除

案

岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
、
岐
阜
県
郡
上

農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
農
林
水
産
部

林
務
課

縦

覧

場

所

意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

１

住
所
及
び
氏
名(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

２

指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
等
又
は
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
事
項

○
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
案
の
縦
覧

水
源
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
い
の
で
、
岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
四
号
。
以
下｢

条
例｣
と
い
う
。)

第
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
解
除
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
等(

条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
所
有

権
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
有
す
る
者
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、

当
該
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
案
に
つ
い
て
岐
阜
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
案
及
び
縦
覧
場
所

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

二

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
年
五
月
七
日
ま
で

三

注
意
事
項

意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

１

住
所
及
び
氏
名(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

２

解
除
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
等
又
は
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
事
項

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

え
な
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

山

本

道

一

恵
那
市
武
並
町
竹
折

一
一
一
九
番
地
二

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

え
な
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

伊

藤

孝

男

恵
那
市
武
並
町
竹
折

一
三
二
五
番
地
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
警
察
本
部
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
2,705,000kW

h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
29年
12月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
１
月
30日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
３
丁
目
６
番
16号
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関
西
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岩
根
茂
樹

６
落
札
金
額
47,930,864円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
無
鉛
ハ
イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン

63,000Ｌ

無
鉛
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
538,000Ｌ

軽
油

30,000Ｌ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
29年
12月
22日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
２
月
９
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
長
住
町
十
丁
目
１
番

日
通
商
事
株
式
会
社
岐
阜
営
業
セ
ン
タ
ー

所
長
大
澤
克
己

６
落
札
金
額
84,182,616円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
三
十
年
四
月
六
日
第
二
千
九
百
三
十
六
号

目
次
二
○
三
頁
下
段
前
か
ら
一
行
目
中｢

終
了｣

は
、｢

実
施｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
号
外
一�
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

岐
阜
県
規

則
第
二
十
一
号)

四
頁
上
段
後
か
ら
七
行
目
中｢

改
め
、
同
項
第
八
十
号
中｢

第
二
十
八
条｣

を｢

第

二
十
八
条
第
一
号｣

に
改
め｣

は
、｢

改
め｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
第
二
千
九
百
三
十
一
号

建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く

指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
号)

一
六
四
頁
上
段
後
か
ら
七
行
目
中

｢��
中｣

は
、｢�
中｣

の
誤
り
。
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平
成
三
十
年
四
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


